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0福岡市自転車駐車場の附置及び建設奨

励に関する条例

（雲官官1s1:) 
改正昭和62一条例32，平成7一条例29,56，平成8一条例52

第l章

第 2章

第3章

第4章

第5章

第6章

附則

第 1章

（趣旨）

第 1条 この条例は，自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推

進に関する法律（昭和55年法律第87号。以下 f法Jとし、う。〕に基っき，自転車の

大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設霞及び管理並びに駅

周辺における自転車駐亭場の建設奨励について必要な事項を定めるものとする。

総則（第l：条）

自転車駐車場の附置〔第2条一第11条）

自転車駐車場の建設奨励（第12条一第16条）

立入検査及び措置命令（第17条・第四条）

罰則（第四条・第20条）

雑剣（第21条）
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〈平成7条例29・一部改正）

第2章 自転車駐車場の附置

（指定区域〉

第2条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域（以下「指定区域Jとし、

う。）は，本市域内の商業地域及び近隣商業地域の全域とし，第li種指定区域及び

第 2種指定区域に区分する。

第 1種指定区域は，都市計画法（昭和43年法律第100号）第 8条第 1項の規定に

より，同項第8号の駐車場整備地区として定められた区域とする。

第2種指定区議．は，第 12霊指定区域以外の指定区域とする。
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（平成7条例29・一部改正）

（施設の新築の場合の自転車駐車場の設置）

第3条 指定区域内において，次の表中（ァ）欄の用途に供する施設でい）欄の指定区域

に応じて（ウ）側の規模のものを新築しようとする者は，付制により算定した規模以
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上の自転車急車場を当該信設若しくはその致地内又は当該施設の敷地に到達する

ため歩行する§J号がおおむね50メートノレ以内である場所に設霊しなければならな

し、。

げ） 付） ('J) 判

用施設途の 指定区域 施 設 の 規 模 自転車駐車場の規模

百パト
指第定l区種域 店舗面を超積が 1,800平方メー 新築に係る店と舗面積台90平方

店貨マ！等小 トノレ えるもの メートノレご に1

l 店舗売 子第旨 2 種 店舗面積が 800平方メート 新築に係る店と舗面積40平方スケ

iツ
定区域 ノレを超えるもの メートノレご にI台

指第 1 種 店舗を面積が 500平方Jート 新平20方築台に係る店舗面積が 500
銀

定区域 ノレ 超えるもの
メートノレを超えた場合

子第旨 2 種 店舗面積が 200平方メート 平新方築に係る店舗を超面積が 200
行 定区域 ノレを超えるもの

メートノレ えた場合
20台

遊 第指 1 種 店舗を超面積が 300平方Jート 新築に係る店舗面積15平方

技
定区域 ノレ えるもの メートノレごとに 1台

場
指第 2 種 店舗を面積が 200平方メート 新築に係る店ιシ－舗面積ーEムJコ、lb平方

定区域 a ノレ 超えるもの メートノレご に1

三位表中施設の用途の定義及び店舗面積の算定方法は，－規則で定めるもの

1未満の端数が生じた場合は，

備考

これを切り捨てるおのとする。

（混合用途施設に係る自転車E主草場の規模〉

第4条前条の表中的欄の2以上の用途に供する施設（以下「混合用途施設」とい

う。〉の新築については，当該用途ごとに同禁中伺欄により算定した自転車駐草場

の規模の合計が20台以上である場合に，その合計した自転車駐車場の規模を向表

中伺欄により算定した自転車駐車場の規模とみなして，同条の規定を適用する。

（大規模施設に係る自転車駐車場の規模〉

とし，

店舗面積が 5,000平方メートソレを超える施設（混合用途施設を除く。〉を新第5条

〔
福
岡
市
一
一
六
〕 築する場合には，第3;:i主の規定にかかわらず，店舗面積が 5,000平方メートんま

での部分について第3条の表中伺筒により算定した自転車詮草場の規模に，店舗

面積が 5,000平方メートんを超える苛》分について同安中伺欄により算定した自転

車駐享拐の規模に 2分の lを乗じて得た規模を加えた規模をもって，同表中伺協

により算定した自転車主主車場の規模とする。ただし，店舗面積が 5,000平方メー

参1-22 

六回一－一．一ユ
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第12穎

20台をもってトノレを超える銀行の用途に供する施設を新築する場合にあっては，

本実の算定方法を用いて算定した自転車駐車場の規模とする。

混合用途施設で各用途の店舗面積を合計した面積〈以下本項において「合計函

積」という。）が s;ooo平方メートノレを超えるものの新築をする場合には，前条の

合計面積が 5,000平方メートノレまでの部分における各用途の

店舗面積が 5,000平方メートノレに占める割合とz 合計面積が 5,000平方メートノレ

を超える部分における当該割合とを等しくし，合計面積を前項の店舗面積とみな

して問項の算定方法を用いて算定した規模をもって，

2 

規定にかかわらず，

前条の自1伝寧駐車場の規模

とする。

（施設を増築する場合の自転車駐車場の規模〕

次の各号に掲げる増築をしようとする者は，当該増築後の施設（当該ti!i設

のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築きれた部分（第10

条の規定に該当するものを含む。〕を除く。）をすべて新築したとみなして第3条か

ら前条までの規定により算定した自転車駐車場の規模から，現にこの条例により

第6条

設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなけ

ればならなL、。

第 3条の至宝中ケ）徳nの用途？こ供する施設についての同表中川側の指定区域に応

じてり）欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

）
 

l
 

（
 

混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で，当該増築後の

施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第3条の表中伺欄により算定した

(2) 

自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

〈その敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置〉

〔
福
岡
市
二
六
〕

施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは，当該施設の全部について第

3条から前条までの規定を適用する。ただし，施設が指定区域と指定区域外とに

当該施設のうち指定区域外に存ずる部分を存しないもの

第フ条

わたる場合においては，

とみなす。

（自転車駐車場の構造及び設備〉

第3条から第6条までの規定により設霞される自転車駐車場の構造及び設 六
回
一
ユ
六

第8条

自転草が有効に主主宰できるものでなけれ

参1-23 

かつ，利用者の安全が廷保され，

ばならなL、。

〈自転車主主草場の設置の届出〉

備は，
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第3条から第6条までの規定？こより自転車駐車場を設置しようとする者

は，あらかじめ規則で定めるところにより，次に掲げる事項を市長に届け出なけ

ればならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名

第9条

(1) 

施設の用途及び店舗面積

自転車駐車場の位置及び規模

自転車駐車場の構造及び設備

その他規則で定める事項

前項の届出に際しては，自転車駐車場の位置問その他規則で定める図書を提出

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2 

しなければならない。

（適用の除外）

第 10条 この条例の施行以後，新たに指定区域とrなった区域内において，指定区

域となった日から起算して 6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者に

ついては，第 3条から第6粂までの規定は適用しない。

（自転王手駐車場の管理）

第 3粂から第6条までの規定により設置された自転事駐車場の所有者又第 11条

は管理者は，当該自転車駐車場安その設置の目的に適合するように管理しなけれ

ばならない。

第3章 自転車駐車場の建設奨励

（奨励措置〕

第 12条 鉄道の訳の乗降客用出入口から200メートノレ以内の区坂に次の各号に掲

げる要件に該当する自転車駐車場を建設した者に対しては，法第15条第 4項の規

定による助成措置（以下「奨励措置」という。〕として，奨励金を交付し，及び当

該自転車駐車場の建設資金に係る利子の一部について利子補給金を交付する。

( 1) 規則で定める規模以上の駐車台数（前章の規定により設置すべき規模に係る

台数を除く。〕を有するものであること。

その構造及び設備が，利用者の安全が確保され，かつ，自転車が有効に駐車(2) 

でーきるもので・あること。

〈昭和62条例32・平成7ff,.例29・一部改正）

（指定）
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奨励措置を受けようとする者は，規則で定めるところにより市長に申請

参1-24 

これを調査し，前条各号に掲げる要件に

し，その指定を受けなければならない。

市長は，前項の申請を受けたときは，

第 13灸

2 
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該当すると認める者について指定する。

市長は，指定に際し，条件を付すことができる。

（奨励金〕

奨励金の交付額は，当該自転車駐車場に係る固定資産税相当額以内にお

いて規則で定める額とする。

奨励金の交付の対象となる期間は，当該自転車駐車場が竣工し，最初の固定資

産税が賦課される年度から 5年度以内で規則で定める期間とする。

3 

第 14条

2 

（利子補給金〕

第 16条

意

査
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第 17条 市長は，この条例の規定を施行するため必要な限度において，第2章の

規定により自転車駐車場設置の対象となる施設若しくは同章の規定により設置さ

れた自転車駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め，又は

部下の職員をして当該施設若しくは当該自転車駐車場に立ち入り，検査をさせる

ことができる。

前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関

係人の請求があったときは，提示しなければならない。

第 l：項の立入検査の権限は，犯罪授査のために認められたものと解釈してはな

2 

その様式

3 

らない．

（措置命令）

市長ば，第 3条から第6条まで，第8条又は第11粂の規定に違反した者

に対して，相当の期限を定めて，自転車星主主事場の設置，原状回復その他当該違反

を是正するために必要な措霞を諮ずべきことを命ずることができる。

前項の規定による措置の命令は，措置命令書により行うものとし，

は，規則で定める。

第 15条 利子補給金の交付額及び交付の対象となる期間は，規則で定める。

（奨励措置の取消し〕

市長は，奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合に

は，その奨励措置を取り消し，奨励金及び利子補給金の全部又は一部を返還させ

ることができる。

. (1) 当該自転車駐車場開設後7年以内にその営業を廃止したとき。

(2), この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3）市長の付した条件を履行しないとき。

立入検査及び措置命令

第 18条

2 
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（平成7条例56 一部改正）

罰則第5章

（罰則〕

前条第 l：項の規定による市長の命令に従わなかった者は， 10万円以下の第 19条

罰金に処する。

第 9条第 15買の規定に違反した者及び第17条第 1項の規定による報告をせず，

若しくは虚偽の報告をし，又は向項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌

避した者は， 3万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，

その法人又は人の業務又は財産に関し，前条の違反行為をしたときは，その行為

者を罰するほか，その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

第6主主ー 雑則

〈委任）

2 

この条例の施行に関し必要な苓項は，ま是この条例に定めるもののほか，

的

〈施行期日〕

この条例は，昭和57年 4月1日から施行する。

第21条

則で定める。

ffi!IJ 

（平成B条例52・旧間見I/ 一部改正）

（第 ii種指定区域に関する暫定措置〕

第 l種指定区域は，当分の問，福岡市自転車駐車場の附置及び建設奨励に関す

る条例の一部を改正する条例（平成 B年福岡市条例第52号〕の施行の日の前日に

おける駐車場整催地区の区域とする。

（平成B条例52・追加）

附 則 （ 昭 和62年3月9日条例第32号〕

この条例は，昭和62年4月1日から施行する。

附 則 （ 平 成7年3月9日条例第29号）

この条例は，公布の臼から施行する．

附則（平成7年9月28日条例第56号）抄

（施行期日〕

この条例は，平成8年4月l日から施行する。

附貝rJ C平成 8年12月19日条例第52号）

この条例は，規則で定める白から施行する。

（平成8年規則招119号により平aa年12月26日から施行）

参1自 26
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